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不開示理由等 所管局部課等

1 R7.6.17 R7.7.1

令和３年の春から令和４年の
夏の期間に開催された森林セ
ラビー（檜原村観光協会主催
分）に係る請求人の申込みを
東京都職員共済組合事務局事
業部健康増進課の職員らが不
適切に排除してトラブルとな
り、請求人が令和６年９月４
日に違法かつ不当な懲戒免職
処分を受ける「理由」の一つ
となった事案について、この
不当な排除対応を追及する請
求人に対して公金管理課長
（当時）らが行ったとされる
「指導」の「正当性」の説明
根拠となる全ての公文書（規
程・手引きなど）

1

本件請求の内容は、特定の個人に対する対応状況等
といった個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができるようになる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別す
ることはできないが、公にすることにより、なお個
人の権利利益を害するおそれがあるものであり、東
京都情報公開条例第７条第２号の不開示情報に該当
する。
また、本件開示請求に関しては、本件開示請求に係
る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、請
求内容に記載されている特定の個人に対する対応状
況等の様態といった、同条例第７条第２号に該当す
る不開示情報を開示することとなるため、同条例第
１０条により文書の存在を明らかにしないで不開示
とする。

会計管理局管
理部総務課

2 R7.5.28 R7.7.2
公益通報対応業務従事者の指
定について（通知）

1
会計管理局管
理部総務課

決定区分 （根拠規定）条例７条



3 R7.6.24 R7.7.8

請求人が３つの捏造トラブル
事案により令和６年９月４日
付で違法かつ不当な懲戒免職
処分を受けた事案について、
同年３月１日に送信したメー
ルで請求人が証拠資料付きで
自身が当該事案の被害者であ
ることを証明した上で、請求
人を非違行為者扱いして総務
局コンプライアンス推進部に
捏造報告した虚偽告訴者の服
務監察の実施を求めたにも関
わらず、自身の当該虚偽告訴
行為については何の証拠も提
示せずに「正当な行為」とし
て服務監察を受けなかった会
計管理局管理職の極悪職権濫
用犯罪隠蔽行為の「正当性」
の説明根拠となる全ての公文
書（規程・手引きなど）

1

本件請求の内容は、特定の個人に対する対応状況等
といった個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができるようになる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別す
ることはできないが、公にすることにより、なお個
人の権利利益を害するおそれがあるものであり、東
京都情報公開条例第７条第２号の不開示情報に該当
する。
また、本件開示請求に関しては、本件開示請求に係
る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、請
求内容に記載されている特定の個人に対する対応状
況等の様態といった、同条例第７条第２号に該当す
る不開示情報を開示することとなるため、同条例第
１０条により文書の存在を明らかにしないで不開示
とする。

会計管理局管
理部総務課

4 R7.7.3 R7.7.16

都庁職員である請求人が不当
な人事評価を受けていたパ
ワーハラスメント事案におい
て、請求人が定期評定本人開
示の評定結果に係る苦情申し
立てを行い、その際に第三者
委員会の設置による公正な調
査の実施を要求したにも関わ
らず、これを無視して身内管
理職間の馴れ合い出来レース
調査を強行して、当該不当評
価を「問題なし」と報告する
ことにより、請求人への不当
な人事評価を組織ぐるみで揉
み消した会計管理局管理職の
極悪職権濫用パワハラ隠蔽行
為の「正当性」の説明根拠と
なる全ての公文書（規程・手
引きなど）

1

本件請求の内容は、特定の個人に対する対応状況等
といった個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができるようになる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別す
ることはできないが、公にすることにより、なお個
人の権利利益を害するおそれがあるものであり、東
京都情報公開条例第７条第２号の不開示情報に該当
する。
また、本件開示請求に関しては、本件開示請求に係
る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、請
求内容に記載されている特定の個人に対する対応状
況等の様態といった、同条例第７条第２号に該当す
る不開示情報を開示することとなるため、同条例第
１０条により文書の存在を明らかにしないで不開示
とする。

会計管理局管
理部総務課



5 R7.7.9 R7.7.16

請求人が３つの捏造トラブル
事案により令和６年９月４日
付で違法かつ不当な懲戒免職
処分を受けた事案について、
原告を非違行為者に仕立て上
げるために総務局所属の警備
員や依頼した私立探偵等に原
告を監視させてその行動パ
ターンを把握した上で、「当
たり屋」を使って原告を偶然
を装ったトラブルに巻き込ん
で、当該トラブル事案に係る
捏造事故報告を監察機関であ
る総務局コンプライアンス推
進部に行った会計管理局管理
職の極悪トラブル捏造虚偽告
訴行為の「正当性」の説明根
拠となる全ての公文書（規
程・手引きなど）

1

本件請求の内容は、特定の個人に対する対応状況等
といった個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができるようになる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別す
ることはできないが、公にすることにより、なお個
人の権利利益を害するおそれがあるものであり、東
京都情報公開条例第７条第２号の不開示情報に該当
する。
また、本件開示請求に関しては、本件開示請求に係
る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、請
求内容に記載されている特定の個人に対する対応状
況等の様態といった、同条例第７条第２号に該当す
る不開示情報を開示することとなるため、同条例第
１０条により文書の存在を明らかにしないで不開示
とする。

会計管理局管
理部総務課

6 R7.7.17 R7.7.30

３つの捏造トラブル事案によ
り請求人が令和６年９月４日
付で違法かつ不当な懲戒免職
処分を受けた事案に関して、
請求人が令和７年７月９日の
来庁時に「自身のパワハラ被
害報告書（証拠資料付き）提
出に対して何の反論も展開し
なかったにもかかわらず、
『全く反省していない』こと
を理由として一方的に処分に
科した都庁の判断等の根拠」
を追及した際に、「我々が処
分したわけではないから分か
らない」という責任転嫁の対
応に終始した挙句に、この不
誠実極まりない対応を批判し
た請求人に逆切れして脅迫と
もとれる発言を行った会計管
理局人事担当職員の暴言非行
行為の「正当性」の説明根拠
となる全ての公文書（規程・
手引きなど）

1

本件請求の内容は、特定の個人に対する対応状況等
といった個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができるようになる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別す
ることはできないが、公にすることにより、なお個
人の権利利益を害するおそれがあるものであり、東
京都情報公開条例第７条第２号の不開示情報に該当
する。
　また、本件開示請求に関しては、本件開示請求に
係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、
請求内容に記載されている特定の個人に対する対応
状況等の様態といった、同条例第７条第２号に該当
する不開示情報を開示することとなるため、同条例
第１０条により文書の存在を明らかにしないで不開
示とする。

会計管理局管
理部総務課

表の見方

＜決定区分＞

・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。

＜（根拠規定）条例7条＞

・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。

＜公文書の件名＞について

・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。


